
令和４年度第１回海老名市スポーツ振興審議会【結果報告】 

日 時：令和４年５月25日（水） 13時30分から15時まで 

会 場：海老名市役所３階 政策審議室 

出席者：【委員】 

倉橋正美（会長）、齊藤賞一（副会長）、増田惠一、秀島保男、 

石井正雄、今福秀雄、清水美佐樹、齋田尚子 

【事務局】 

＜市民協働部＞ 

告原部長、高田次長 

＜文化スポーツ課＞ 

宮澤課長、佐藤係長、藤井主査、中村 

＜市民活動推進課＞ 

近藤課長 

【指定管理者】 

＜スポーツ施設＞相鉄・コナミスポーツ・日比谷花壇共同企業体 

＜えびな市民活動センター＞相鉄・コナミスポーツ共同企業体 

荒井所長、内海係員、佐藤係員 

１ 開会 佐藤係長 

２ あいさつ 

＜あいさつ＞ 倉橋会長、告原部長 

３ 事務局紹介 

４ 議題 

（１）令和２年度スポーツ振興事業実績報告について 

＜資料１に基づき事務局から説明＞・・・・了承 

○委員からの意見 

委員 

資料内の写真等についてはカラーで印刷するなど見やすく作成いた 

だきたい。 

委員 

海老名文化スポーツ賞について、海老名中学校が金賞となっている 

が、最高賞ということでよいか。 

事務局 

最高賞となるが、１校だけなく複数の学校が受賞している。 



（２）令和３年度スポーツ施設及び健康増進施設の指定管理者事業報告に 

ついて 

＜資料２に基づき指定管理者から説明＞・・・・了承 

○委員からの意見 

委員 

北部公園の利用者数が減少しているが、ワクチン接種の影響による   

ものか。 

事務局（指定管理者） 

接種期間中の利用は休止していたため、影響の一つと考えている。 

委員 

令和２年度と３年度の利用者数を比較すると増加しているが、コロ  

ナ禍の中でどのような影響によるものと考えているか。 

事務局 

令和２年度は４、５月に施設自体を休館しており、令和３年度は時 

短営業とした。この差が影響していると考えている。 

委員 

令和元年度と２年度の利用者数を比べるとどのような増減か。 

事務局 

50％程度の減となっている。 

（３）令和４年度スポーツ振興事業について 

＜資料３に基づき事務局から説明＞・・・・了承 

○委員からの意見 

委員 

表彰者はどのように選出しているのか。 

事務局 

スポーツ協会等の団体への照会、広報ホームページ等への掲載を行 

うなどして募集している。 



委員 

私の所属する空手道の団体にも表彰者がいるが、他にも実績がある 

対象者がいた。自薦での選出だったのか。 

事務局 

自薦での選出と思われる。推薦自体は自薦、他薦両方可能で、審査 

・選考を経て表彰者を決定している。 

委員 

スポーツ協会については自薦他薦問わず各種目協会事務局へ集約を   

お願いしている。 

委員 

モトクロスやフットゴルフなど様々な種目が対象となっているが、   

この方々以外にも表彰されるべき方がいるのではないか。 

事務局 

情報が入らないものもあるが、神奈川新聞のスポーツ面やタウンニ   

ュース等の情報誌が取り上げている方々については事実確認をして

把握に努めている。 

委員 

10月10日に開催予定のレクパラスポーツフェスタ・については、こ 

こ数年開催が出来ておらず、障がい者団体としても是非実施していた 

だきたいと思っている。 

委員 

各スポーツ事業が実施する方向で計画されて大変嬉しく思う。少年 

少女スポーツクラブでも各団体が例年どおり大会等を実施するよう 

動いているが、一方で新型コロナウイルス感染症については対策を講 

じながら実施をしなければならず、要項や要領の見直しについて苦慮 

している。様々な情報が錯綜する中、市としてガイドラインのような 

ものを作成していただくことは出来ないか。 

事務局 

イベント等に対してのガイドラインは作成したが、スポーツに対す 

るガイドラインは作成していない。 

屋内外での違いや接触の程度もそれ違う多種多用な種目がある中で 

市としてガイドラインを作成することは難しい。競技ごとの対策につ 

いては上部団体が示しているガイドライン等を参考にしていただきた 

い。 

委員 



     最近主流となっているコロナウイルスは感染力が非常に高いため、 

対策が非常に難しい。 

     換気、手洗いが重要であるため、御留意いただき、それぞれ対応いた 

だきたい。 

５ その他 

（１）海老名市スポーツ健康推進計画の計画期間延長について 

（２）海老名運動公園・北部公園・中野公園・海老名市立スポーツ施設の 

指定管理者選定結果について 

（３）公共施設附帯駐車場の有料化について 

＜資料４から６に基づき事務局から３件をそれぞれ報告＞ 

○委員からの意見 

（１）海老名市スポーツ健康推進計画の計画期間延長について 

特になし。 

（２）海老名運動公園・北部公園・中野公園・海老名市立スポーツ施設の 

指定管理者選定結果について 

特になし。 

（３）公共施設附帯駐車場の有料化について 

委員 

     スポーツ団体の減免について、手続きをもう少し簡略できないか。 

例えば減免措置を受ける団体へ誓約書を書かせ、ゴム印等を貸与し、 

そのゴム印を押した駐車券のみ減免対象とするなどをすれば簡 

略化が図れるのではないか。 

事務局 

      手続きとしては煩雑な部分もあるため、随時簡略化を図っている。  

なるべく負担のかからない方法を検討していきたい。 

委員 

      総合福祉会館の駐車場利用について、３台駐車が可能な中、駐車 

は１団体１台というルールになっている。県が主催するイベントな 

どでは複数台駐車したい場合もあるため、１団体が複数の車両が止 

めれるよう御検討いただきたい。 

      また、出入りの際の利便性向上を図っていただきたい。 

事務局 

      担当部署へ情報提供する。 



＜報告後、改定した海老名市スポーツ選手強化報奨金について御紹介＞ 

６ 閉会

＜あいさつ＞ 齊藤副会長 


